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障害者の包摂と排除
－学校教育の裏面史

教育学研究科 教授
小国 喜弘



障害者の権利擁護の進展

 ①障害者権利条約。2006年、国連採択。日本では2014年１月批准、2014年２月発
行。

 ②改正障害者基本法。2012年施行。
 ③障害者差別解消法。2013年制定。2016年3月施行予定。



出典：外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html）＊



出典：「障害者基本法の改正について(平成23年8月)」概要PDFより。
内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei2.html）

＊



出典：「障害者差別解消法リーフレット」1ページおよび3ページ。
内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html）

＊



障害者基本法の教育に関する規定
（第24条第２項）→インクルーシブ教育の推進

 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

 (a)

 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づい

 て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。

 (b)

 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が

 高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。

 (c)

 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。

 (d)

 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。

 (e)

 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別

 化された支援措置がとられること。



障害児教育の略史

「特別支援教育－軽度発達障害にどう向き合うか－」（2015/10/07最終確認）
http://www.p.u-tokyo.ac.jp/lab/ichikawa/johoka/2008/Group2/newpage1.html（一部修正）

・1878年 京都盲唖院設立＝日本で最初の盲・聾教育機関。
明治期の障がい児教育は、基本的に少数の篤志家の努力によって運営。ただし、多くの学校は、担

任不足、財政難によって安定した運営には至らず。

・1923年 盲学校及び聾学校令。全国に盲・聾学校の設置を義務化。
大正期～昭和初期にかけて、個人重視・自由主義的教育の思想が隆盛し、特殊教育への関心も高

まっていった。

・1941年 国民学校令施行。身体虚弱児、知的障害児の学級・学校の編成。
この法令をきっかけに「養護」の言葉が広がっていったが、第二次世界大戦の勃発により実質的な

運用はなされず。

○戦後・・・特殊教育の時代

・1947年 教育基本法・学校教育法の公布。
盲学校・聾学校・養護学校（このとき制度創設）への就学の義務化。ただし重度の障害者に対して

は就学免除・就学猶予の措置が執られ、ほとんどの場合就学が許可されなかった。

・1979年 養護学校の義務化。
前年に就学猶予、就学免除が原則として廃止されたことにより、重度・重複の障害者も養護学校に

入学できるようになる。

○特別支援教育への転換

・2001年 「特別支援教育」という呼称の採用。

・2006年 学校教育法の一部改正。2007年より正式に特別支援教育の実施。
知的な遅れのない発達障害も含めた対象の拡大。盲・聾・養護学校を「特別支援学校」に一本化。



特に1979年養護学校の義務化は、障害者
の教育権拡張として重視されてきた。
 昭和四十六年五月の参議院内閣委員会において、文部省設置法の一部改正法案に
対する附帯決議の一項目として、養護学校義務制実施の促進が採択され、さらに
同年六月に出された中央教育審議会答申が「これまで延期されてきた養護学校に
おける義務教育を実施に移す」ことを提言したのを受けて、文部省では四十七年
度を初年度とする特殊教育拡充計画を策定した。特に養護学校については養護学
校整備七年計画を立て、最終年度の五十三年度までに、全対象学齢児童生徒を就
学させるのに必要な養護学校の整備を図ることとした。・・・右の拡充計画の期
間中に養護学校は着実に整備され、昭和五十三年には学校数で五〇〇校、児童生
徒数で五万人を超えるに至った。他方、特殊学級についても同計画において増設
することとされており、学級数は四十七年の一万七、三三〇から五十三年の二万
一、五〇八学級に伸びた。しかし、児童生徒数は、養護学校が整備されたこと等
により、一三万人余から一二万五、〇〇〇人余に減少した。なお、自閉症が情緒
障害として位置付けられ、その教育が定着したのは、この時期である。

 （文部省編『学制百二十年史』、ぎょうせい、1992年、343-345頁）



養護学校の義務化を反対する運動は何を主
張していたのだろうか。

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除

しました。

DVD表紙画像
「養護学校はあかんねん！」

（長征社/1979年/50分/16mm）



障害児における教育権の拡張を通じた排除
とはどのように進行していたのか。
 第一の画期：中央教育審議会の「特殊教育およびへき地教育振興に関する答申」
（1954）

 文部省は、逐年、特殊教育の対象とすべき児童生徒の実態調査を行い、また盲・
聾学校への就学率の向上を図るため、年々、就学奨励費の充実に努め、更に、公
立養護学校整備特別措置法の制定後も、同三十二年度から特殊学級に対する施
設・設備費の補助を行うなど、その趣旨の実現に努めてきたのである。こうして、
養護学校や特殊学級が増加してきた

 （文部省『特殊教育百年小史』、1978年、86頁）



文部省広報資料にみる「特殊教育」の役割

 この、五十人の普通の学級の中に、強度の弱視や難聴や、さらに精神薄弱や肢体
不自由の児童・生徒が交わり合って編入されているとしたら、はたしてひとりの
教師によるじゅうぶんな指導が行なわれ得るものでしょうか。特殊な児童・生徒
に対してはもちろん、学級内で大多数を占める心身に異常のない児童・生徒の教
育そのものが、大きな障害を受けずにはいられません。五十人の普通学級の学級
経営を、できるだけ完全に行なうためにも、その中から、例外的な心身の故障者
は除いて、これらとは別に、それぞれの故障に応じた適切な教育を行なう場所を
用意する必要があるのです。特殊教育の学校や学級が整備され、例外的な児童・
生徒の受け入れ体制が整えば、それだけ、小学校や中学校の、普通学級における
教師の指導が容易になり、教育の効果があがるようになるのです。（『文部省広
報資料18』一九六一(昭和三十六)年三月発行）



高度経済成長下での学力競争を通じて「障
害者」として排除される子どもたち

「障害児教育について香川は力を入れているといわれています。事実、特殊学級は昭
和四十四年五月現在、小学校二二一校中一七一校、中学校九三校中入七校、合計三一
四校中二五人校もあって、実に六校中五校が少なくとも一学級はもっていることに
なっています。これはおそらく、日本一の普及率でしょう。ところがその特殊学級に
入る子どもは「わたくしたちのききえた情報によりますと、学級のなかで、知能指数
七五－一OOあたりの子どもが、その候補としてまず眼を向けられる、ないし学力テ
ストの最低点をとった子どもが特殊学級入りをすすめられるということでした。さら
に情緒不安定な子ども、どうかすると非行に走る子どもなども含まれるという具合で
あります。ですから、そこには、心身障害のため、普通学級に適さない者のための特
殊学級ではなく、知能的に障害のない生徒や情緒障害者たちでの編成となっている現
実が多い」という教師の研究報告もあるほどであります」(香川・愛媛教育問題調査
報告)。



工場での下層労働者としての訓練

 「科学文明が進歩して機械構造の改革によりオートメ化した工場設備、そして高
度な分業が盛んになり、ベルトコンベアーの一部の責任を負うような現代のメカ
ニズムの中に生きる人間として考えられることは、単純な作業であっても、そこ
に自己の存在、位置を自覚できるような、しかも彼らなりの人生観を持った人間
として作業に従事するという積極性が要求され、考慮されなければならない。―
このような素地づくりが特殊学級・学校に課せられた使命であり、これをになっ
ていくのが職業教育であり、社会の要請に応える道である」

 （富山県教育委員会「特殊学級指導方針」（田中昌人『〈講座発達保障への道3〉
発達をめぐる二つの道』、全国障害者問題研究部出版部、1974年、34-35頁より
再引））



第二の画期としての養護学校義務化

出典：日本教育年鑑刊行委員会編『日本教育年鑑 昭和54年版』、
ぎょうせい、1979年、116頁を元に作成。

特殊学級数の推移

（毎年5月1日現在、文部省学校基本調査）

年次 小学校 中学校 合計

1950 602 49 651 

1955 930 242 1,172 

1960 2,029 908 2,937 

1965 5,485 3,044 8,529 

1966 6,429 3,838 10,267 

1967 7,298 4,562 11,860 

1968 8,065 5,215 13,280 

1969 8,720 5,807 14,527 

1970 9,290 6,250 15,540 

1971 9,825 6,587 16,412 

1972 10,562 6,768 17,330 

1973 11,706 7,002 18,708 

1974 12,550 7,133 19,683 

1975 13,313 7,260 20,573 

1976 13,777 7,223 21,000 

1977 14,129 7,196 21,325 

（注）1972年以前は沖縄県を含まない。

養護学校数の推移

（毎年5月1日現在、文部省学校基本調査）

年次 精神薄弱 肢体不自由 病弱 合計

1950 1 - 2 3

1955 1 1 3 5

1960 17（1） 14（2） 12 43（3）

1965 57（3） 47（12） 25（9） 129（24）

1966 66（2） 53（15） 27（8） 146（25）

1967 71（4） 63（19） 27（11） 161（34）

1968 75（5） 68（22） 28（11） 171（38）

1969 82（11） 73（22） 29（11） 184（44）

1970 87（14） 76（22） 29（11） 192（47）

1971 101（16） 78（24） 31（11） 210（51）

1972 113（19） 83（22） 33（16） 229（57）

1973 136（19） 89（21） 38（15） 263（55）

1974 164（24） 98（21） 47（16） 309（61）

1975 181（21） 101（21） 52（19） 334（61）

1976 204（18） 105（21） 55（18） 364（57）

1977 221（23） 115（17） 63（15） 399（55）

（注）1 カッコ内は分校で、外数。

2 1972年以前は沖縄県を含まない。



近藤原理（教師）の特殊教育推進地区の視
察報告
「精薄施設がふえ、なかにはかなりちえ遅れの軽い子までそこに入っている
ということもあって、学校には思ったほどちえ遅れはいないものである。
また、特殊学級に入級させたがらない親がいることだ。そんなわけで、い

きおい、単に勉強ができないだけという学業不振児を無理にすすめて入れる
ことになる。そして、ここでも貧しい家庭の子どもが占める割合は、普通学
級のそれより高い。貧しい生活と低文化環境で、勉強をできなくさせられて
いる子どもは、さらに差別・選別の教育体制のなかで、追いうちをかけるよ
うに「できない子・おくれた子」へ仕立てあげられる」
（近藤原理『〈シリーズ70年代日本教育の焦点２〉障害児その差別からの解
放』、明治図書、1972年、17頁）



第三の画期としての特別支援教育

 文部科学省による定義：「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立
や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一
人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改
善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。平成19年4月
から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、
障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。

 文部科学省ウェブサイト
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm）



実は曖昧な診断基準：ADHD

 A. 以下の「不注意」「多動性」「衝動性」に関する設問に該当する項目が多く、
少なくとも、その状態が六ヵ月以上続いている。

 O不注意
 ・学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなかったり、不注意な間違いを
したりする。

 ・課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい。
 ・面と向かって話しかけられているのに、聞いていないようにみえる。
 ・指示に従えず、また仕事を最後までやり遂げ‘ない。
 （北村小夜『能力主義と教育基本法「改正」』、現代書館、2004年、143頁）



 ・学習などの課題や活動を順序立てて行うことが難しい。
 ・気持ちを集中させて努力し続けなければならない課題を避ける。
 ・学習などの課題や活動に必要な物をなくしてしまう。
 ・気が散りやすい。
 ・日々の活動で忘れっぽい。
 O多動性
 ・手足をそわそわ動かしたり、着席していてもじもじしたりする。
 ・授業中や座っているべき時に席を離れてしまう。
 ・きちんとしていなければならない時に、過度に走り回ったりよじ登ったりする。
 ・遊びや余暇活動におとなしく参加することが難しい。
 ・じっとしていない。または何かに駆り立てられるように活動する。
 ・過度にしゃべる。
 （北村小夜『能力主義と教育基本法「改正」』、現代書館、2004年、144頁）



授業等における担任の気付きを、注意集中困難、多動性、衝動
性、対人関係、言葉の発達、興味・関心などの観点から、その
状態や類度について整理し、校内委員会に報告する。

 c.観点

 知的発達の状況

 -知的発達の遅れは認められず、全体的には極端に学力が低いことはない。

 O教科指導における気付き

 ・本人の興味のある教科には熱心に参加するが、そうでない教科では退屈そうにみえる。

 ・本人の興味ある特定分野の知識は大人顔負けのものがある。

 ・自分の考えや気持ちを、発表や作文で表現することが苦手である。

 ・こだわると本人が納得するまで時間をかけて作業等をすることがある。

 ・教師の話や指示を聞いていないようにみえる。

 ・質問の意図とずれている発表(発言)がある。

 ・不注意な間違いをする。

 ・必要な物をよくなくす。

 （北村小夜『能力主義と教育基本法「改正」』、現代書館、2004年、150頁（一部抜粋））



 O対人関係における気付き
 ・友達より教師(大人)と関係をとることを好む。
 ・友達との関係の作り方が下手である。
 ・一人で遊ぶことや自分の興味で行動することがあるため、休み時間一緒に遊ぶ
友達がいないようにみえる。

 ・口ゲンカ等、友達とのトラブルが多い。
 ・邪魔をする、相手をけなす等、友達から嫌われてしまうようなことをする。
 ・自分の知識をひけらかすような言動がある。
 （北村小夜『能力主義と教育基本法「改正」』、現代書館、2004年、152頁）



増加する特別支援学校

出典：「第1回 地域の就労支援の在り方に関する研究会」参考資料５：特別支援教育の概要（PDF）5頁より。
厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wjus.html）

＊



特別支援学級・在籍者の増加

出典：「第1回 地域の就労支援の在り方に関する研究会」参考資料５：特別支援教育の概要（PDF）7頁より。
厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wjus.html）

＊



インクルーシブ教育における理念図

出典：「インクルーシブ教育システム構築モデル事業の概要図（PDF）」より。
文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h26/1350238.htm）

＊



教育を通じた「障害者」の包摂と排除とは



 人は教育を通じて「障害者」としてラベル化される

 「障害者」としての学校への包摂。

 「障害者」としての普通学校・学級からの排除



八木下浩一『街に生きる』より

 障害者にとって悲しいことは、手が動かないとか、歩けないとか、頭が悪いとかの
自分の身体に障害があるからではありません。

 差別されることが悲しいのです。
 それは、人間として、この世の中に生まれてきながら、人間として認められない口
惜しさであり、悲しさです。

 障害者と決められると、その時点において、子どもならば、幼年期は施設へ通わさ
れ、就学時になると養護学校へ行かされ、卒業すると、人里離れたコロニーへ入れら
れ、死ぬまでそこで生活させられます。言い換えれば、まったく、社会から切り離さ
れ隔離されたままなわけです。

 しかし、私はこの本の中で障害者が社会の中でいかに差別され虐げられているかを
語り、読者の同情をかおうとするものではありません。逆に、重度の脳性マヒ者の私
が二十九歳にもなり、初めて小学校の学籍を取り、いろんな人たちといろんな関係を
もちながら、精神の自由を保ち、街の中で生きている姿を読み取って欲しいのです*。

 *八木下浩一『街に生きる-ある脳性マヒ者の半生-』、現代書館、1980年、Ⅰ～Ⅱ頁。



ご清聴有り難うございました。
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